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Ｖ
Ｒ
（
xR
）
関
係
を
主
に
担
当
し
て
い
る
や
ま
な
み
と

申
し
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。
5
月
に
Ａ
Ｆ
Ｅ

Ｅ
と
し
て
は
初
め
て
メ
タ
バ
ー
ス
関
係
の
パ
ブ
コ
メ
を
提

出
し
ま
し
た
。
そ
の
下
書
き
を
担
当
し
ま
し
た
の
で
、
感

想
な
ど
を
書
か
せ
て
い
た
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
、内
閣
府
が
有
識
者
を
集
め
て
検
討
し
て
き
た「
論

点
の
整
理
（
案
）」
が
、
80
ペ
ー
ジ
近
く
に
及
ぶ
長
大
な

も
の
で
、
多
く
の
会
員
さ
ん
が
こ
れ
を
全
部
読
む
の
は
大

変
な
の
で
、
Ｖ
Ｒ
に
詳
し
い
数
名
が
全
文
を
読
み
、
私
が

重
要
と
思
わ
れ
る
部
分
を
抜
き
出
し
て
下
書
き
を
作
成
し

ま
し
た
。
次
にD

iscord

を
使
っ
て
10
人
く
ら
い
で
下
書

き
を
読
み
な
が
ら
検
討
会
を
し
ま
し
た
。
Ｖ
Ｒ
を
常
用
し

て
い
る
会
員
が
そ
の
場
に
2
～
3
人
し
か
い
な
か
っ
た
の

で
、
下
書
き
の
内
容
や
Ｖ
Ｒ
界
隈
の
事
情
を
Ｖ
Ｒ
未
経
験

の
会
員
さ
ん
に
理
解
し
て
い
た
だ
く
の
に
最
初
は
苦
労
し

ま
し
た
が
、
根
気
強
く
丁
寧
に
解
説
し
て
い
る
う
ち
に
分

か
っ
て
き
て
く
れ
て
、
ナ
イ
ス
な
意
見
が
多
く
出
る
よ
う

に
な
り
、
至
ら
ぬ
点
も
多
く
完
成
度
の
低
か
っ
た
下
書
き

を
大
変
よ
い
文
章
に
仕
上
げ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
坂
井

さ
ん
を
は
じ
め
、
検
討
会
に
参
加
し
て
く
れ
た
会
員
の
皆

様
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
ず
書
い
た
の
は
、
日
本
で
は
個
人
の
ク
リ
エ
イ
タ
ー

の
層
が
非
常
に
厚
く
、
Ｖ
Ｒ
空
間
上
で
各
自
が
ア
バ
タ
ー

を
着
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
す
る
Ｖ
Ｒ

－

Ｓ
Ｎ
Ｓ

（
ソ
ー
シ
ャ
ル
Ｖ
Ｒ
）
で
使
う
ア
バ
タ
ー
、
衣
装
、
ワ
ー

ル
ド
等
の
３
Ｄ
モ
デ
ル
、
ツ
ー
ル
、
ア
プ
リ
類
の
品
質
と

品
揃
え
が
素
晴
ら
し
い
こ
と
で
す
。
こ
れ
ら
を
表
現
の
自

由
で
守
り
、
ソ
フ
ト
パ
ワ
ー
と
し
て
成
長
さ
せ
る
こ
と
を

提
案
し
ま
し
た
。
コ
ン
テ
ン
ツ
は
世
界
各
国
で
販
売
さ
れ

る
た
め
、
国
に
よ
り
異
な
る
意
匠
法
な
ど
が
懸
念
と
な
ら

な
い
よ
う
創
作
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
作
成
の
サ
ポ
ー
ト
・
周
知

な
ど
、
安
心
し
て
創
作
活
動
が
で
き
る
環
境
の
整
備
を
お

願
い
し
ま
し
た
。

Ｖ
Ｒ

－

Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
も
痴
漢
、
つ
き
ま
と
い
、
の
ぞ
き
等

の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
行
為
や
暴
力
行
為
が
行
わ
れ
る
問
題
が

あ
り
、
没
入
感
の
強
い
Ｖ
Ｒ
で
は
現
実
で
触
ら
れ
た
の
と

同
じ
よ
う
な
感
覚
を
覚
え
る
「
Ｖ
Ｒ
感
度
を
持
つ
人
も
い

て
、
現
実
と
同
じ
よ
う
な
苦
痛
を
感
じ
る
人
も
い
ま
す
。

し
か
し
す
ぐ
に
現
実
の
法
令
（
ハ
ー
ド
ロ
ー
）
を
適
用
す

る
と
、「
Ｖ
Ｒ
当
た
り
屋
」
の
よ
う
な
例
が
出
て
き
て
逆

に
悪
用
さ
れ
る
危
険
性
も
あ
る
の
で
、
あ
く
ま
で
柔
軟
に

技
術
面
や
ソ
フ
ト
ロ
ー
（
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
規
約
な

ど
）
に
よ
る
解
決
が
優
先
さ
れ
る
の
が
望
ま
し
い
と
し
ま

し
た
。
Ａ
Ｆ
Ｅ
Ｅ
の
立
場
上
重
要
な
点
と
し
て
、
暴
力
や

死
亡
な
ど
の
シ
ー
ン
が
含
ま
れ
る
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト

性
の
Ｖ
Ｒ
は
ま
た
別
で
あ
る
と
述
べ
ま
し
た
。

国
際
的
な
流
れ
と
し
て
は
欧
州
の
デ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス

法
に
言
及
し
、
一
部
に
表
現
に
か
か
わ
る
記
載
が
あ
る
こ

と
か
ら
、
欧
州
基
準
の
厳
し
い
表
現
規
制
が
、
国
境
の
な

い
Ｖ
Ｒ
空
間
に
一
律
に
適
用
さ
れ
る
の
は
諸
外
国
に
と
っ

て
も
よ
く
な
い
の
で
、
表
現
の
自
由
の
国
で
あ
る
我
が
国

が
国
際
社
会
に
お
け
る
標
準
化
・
基
準
づ
く
り
の
議
論
を

リ
ー
ド
す
べ
き
と
し
ま
し
た
。

パ
ブ
コ
メ
の
先
頭
に
書
い
た
要
旨
の
一
部
を
引
用
し
ま

す
と
、

「
弊
会
と
し
て
は
メ
タ
バ
ー
ス
に
お
い
て
も
表
現
の
自

由
、
ク
リ
エ
イ
タ
ー
支
援
、
コ
ン
テ
ン
ツ
振
興
な
ど
が
重

要
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
ら
に
加
え
、
ゲ
ー
ム
性
を
重
視

し
た
メ
タ
バ
ー
ス
の
あ
り
方
の
検
討
に
つ
い
て
の
提
言
を

行
っ
た
。」

と
い
う
こ
と
で
、
Ａ
Ｆ
Ｅ
Ｅ
ら
し
い
意
義
の
あ
る
、
と

て
も
よ
い
パ
ブ
コ
メ
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。

改
め
ま
し
て
坂
井
さ
ん
を
は
じ
め
、
有
用
な
ご
意
見
を

た
く
さ
ん
い
た
だ
い
た
会
員
の
皆
様
に
大
変
感
謝
申
し
上

げ
ま
す
。

「
メ
タ
バ
ー
ス
上
の
コ
ン
テ
ン
ツ
等
を
め
ぐ
る
新
た

な
法
的
課
題
等
に
関
す
る
論
点
の
整
理
（
案
）」
に

係
る
意
見
募
集

https://public-com
m

ent.e-gov.go.jp/servlet/
Pcm

FileD
ow

nload?seqN
o=0000252892
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過去のパブコメ・意見書紹介過去のパブコメ・意見書紹介
（2023年上期）（2023年上期）

  
l メタバース上のコンテンツ等をめぐる新たな法的課題等に関する論点の整理（案）に関

する意⾒（2023 年 5 ⽉ 26 ⽇） 
l 「富⼭県ギャンブル等依存症対策推進計画（第 1 期）」についてのパブコメ（2023 年 3

⽉ 27 ⽇） 
l 「⼭形県ギャンブル等依存症対策推進計画（案）」についてのパブコメ（2023 年 3 ⽉ 22

⽇） 
l 「第８次⾜⽴区男⼥共同参画⾏動計画（案）」についてのパブコメ（2023 年 3 ⽉ 22 ⽇） 
l 「徳島県男⼥共同参画基本計画（第 5 次）」素案についてのパブコメ（2023 年 1 ⽉ 29

⽇） 
l 誹謗中傷等の違法・有害情報に対するプラットフォーム事業者による対応の在り⽅に

ついての意⾒（2023 年 1 ⽉ 25 ⽇） 
l 「岐⾩県⼈権施策推進指針」第四次改定（素案）への意⾒（2023 年 1 ⽉ 25 ⽇） 
l 第２期⻑崎県ギャンブル等依存症対策推進計画（素案）への意⾒（2023 年 1 ⽉ 15 ⽇） 
l 第 3 次川⼝市男⼥共同参画計画策定（素案）への意⾒（2023 年 1 ⽉ 8 ⽇） 
l 北海道ギャンブル等依存症対策推進計画(素案)への意⾒（2023 年 1 ⽉ 2 ⽇） 

 

2023年 5月 26日 

メメタタババーースス上上ののココンンテテンンツツ等等ををめめぐぐるる新新たたなな法法的的課課題題等等にに関関すするる論論点点のの

整整理理（（案案））にに関関すするる意意見見 

エンターテイメント表現の自由の会 
代表 坂井崇俊 

弊会は「メタバース上のコンテンツ等をめぐる新たな法的課題等に関する論点の整理

（案）」について以下の通り意見致します。 

《要旨》 

論点の整理の原案は、コミュニケーションとしてのメタバースについて検討が必要な事項

はユーザー視点で課題を抽出できていると考えられる。弊会としてはメタバースにおいて

も表現の自由、クリエイター支援、コンテンツ振興などが重要と考えている。それらに加

え、ゲーム性を重視したメタバースのあり方の検討についての提言を行った。 

《全文》 
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> 我が国のメタバースビジネスの特徴等を踏まえ、その発展等に資する観点から、適切
なコミットを図っていくことが、特に求められる。 

P7 39-40の我が国のメタバースビジネスの特徴として、個人のクリエイター層が非常に

厚く、販売されているアバター、衣装、アクセサリー、ワールド等の 3Dモデル、VR-SNS
の利用に便利なツール、アプリ類の品質と品揃えは他の国を圧倒している。これらの長

所を活かすためにも、表現の自由を保護するとともに、国益に資する強力なソフトパワー

として成長させることに政府はコミットすべきである。 

> 意匠法による対応については、クリエイターの創作活動に対する萎縮効果を生じさせ
る等の懸念もあることから、中長期的課題として慎重に検討することが適当である。 

P13 11-12では、クリエイターの創作活動に萎縮が生じないよう、ユーザーやクリエイター
による意匠法に基づく適切な創作ガイドラインの作成を国はサポートすると共に、当該ガ

イドラインの周知を行うべきである。同時に、諸外国との法制度の差異について調査をす

すめ、クリエイターが安心して創作活動できる環境整備を行うべきである。 

> 付随対象著作物の利用に関しては、メタバース内では対象物に接近すると大写しにな
ることとの関係や、現実環境の外観をディフォルメを伴って再現する場合の取扱いなどに

ついて、利用される著作物や利用形態などに即し、実務や実態を踏まえつつ、まずは考

え方を整理し、その上で、適切に周知を図っていくことが望ましい。 

P19 26-30の付随対象著作物の利用に関しては、上記の対応を行うことで問題が無いと
考える。特に検討に当たっては、実際の権利者への影響が軽微なものについては、権利

制限の対象として捉えることが望ましい。 

> 〇 利用しようとする著作物については、メタバースユーザーやサービス事業者等自身
において、必要な利用範囲についての許諾を得ることが基本となる。例えば、現実空間

における営利を目的としない公の演奏などは、著作権の権利制限の対象とされ、許諾な

く行うことができるが、メタバースにおいてこれに相当する行為を行おうとした場合、公衆

送信に当たることとなり、権利制限されておらず、その利用に対しての許諾が必要となる

などの点に留意を要する。 

> 〇 また、コンテンツ利用に関する既存の一般的なライセンス条項（使用料の算定な
ど）は、必ずしもメタバースを想定したものではないため、利用者側の条件には合いづら

いものもあり、そのために利用が断念されることも少なくないと指摘される。 

メタバースでは、ユーザーもクリエイターとなるなど、多様な創作活動が展開され、二次創

作等も含めた多様な作品が生み出されることとなることから、それら作品に係る権利の取

扱いについて、保護と利用のバランスに配慮しつつ、適切なルールを形成していくことが

求められる。 

P21 3-12〜P22 30-33については、メタバース空間は現実空間と極めて近い空間として
捉えるユーザーも多くいることから、著作権法上の公衆送信として捉えることには強い違

和感を覚える。著作権法の新たな権利制限規定の創設も視野に入れつつ、検討を行う

べきである。 

付言すれば、「VR」を「仮想現実（仮想空間）」と翻訳することで、あたかも、そのコミュニケ
ーションがバーチャル（仮想）であると錯覚させることにつながりはしないか。しかしなが

ら、実際のコミュニケーションはリアルで行われており、用語がもたらす間違った認識への

対応も必要なのではないか。 

> 肖像権の侵害等に当たる可能性について、著名人の肖像を用いる場合、パロディとし
て用いる場合など、より具体的な事案に即した考え方の整理が進められるとともに、本人

の承諾なしに使用する場合の法的リスクについて現場が適切に判断できるよう、それら

の考え方が示されていくことが望ましい。 

P34 31-35については、ソフトロー的な解決が望ましいと考える。特に、名誉毀損や侮辱

に当たらないケースが多いと想定されることから、実際の VR-SNSなどでユーザーの萎
縮が生じないようなガイドラインの作成が望ましい。 

> ◎ 創作されたデザインのアバターについて、そのデータが第三者にコピーされ、その
者のアバターの容ぼうとして盗用されるなどの事案が生じており、ユーザー間のトラブル

にもつながっている。 

> ◎ メタバース内で、ユーザーは、自己の身体としてアバターを使用し、アバターの姿
で活動することで、その世界における社会関係を築くこととなる。こうした活動の積み重ね

を通じ、自己の人格の投影ともなるアバターに対し、より強い愛着を形成するとともに、そ

の活動内容によっては、顧客誘引力をもつほどの著名なアバターとなるといったことも起

こり得る。 

P36 29-35については、海外の YouTuberが、日本人の個人のクリエイターが制作した

アバターを不正にパーツをコピーするなどの 3Dモデリングをして、動画を UP した。当該
不正利用についての是正対応を個人で行うことは難しく、泣き寝入りする結果となってし
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作等も含めた多様な作品が生み出されることとなることから、それら作品に係る権利の取

扱いについて、保護と利用のバランスに配慮しつつ、適切なルールを形成していくことが

求められる。 

P21 3-12〜P22 30-33については、メタバース空間は現実空間と極めて近い空間として
捉えるユーザーも多くいることから、著作権法上の公衆送信として捉えることには強い違

和感を覚える。著作権法の新たな権利制限規定の創設も視野に入れつつ、検討を行う

べきである。 

付言すれば、「VR」を「仮想現実（仮想空間）」と翻訳することで、あたかも、そのコミュニケ
ーションがバーチャル（仮想）であると錯覚させることにつながりはしないか。しかしなが

ら、実際のコミュニケーションはリアルで行われており、用語がもたらす間違った認識への

対応も必要なのではないか。 

> 肖像権の侵害等に当たる可能性について、著名人の肖像を用いる場合、パロディとし
て用いる場合など、より具体的な事案に即した考え方の整理が進められるとともに、本人

の承諾なしに使用する場合の法的リスクについて現場が適切に判断できるよう、それら

の考え方が示されていくことが望ましい。 

P34 31-35については、ソフトロー的な解決が望ましいと考える。特に、名誉毀損や侮辱

に当たらないケースが多いと想定されることから、実際の VR-SNSなどでユーザーの萎
縮が生じないようなガイドラインの作成が望ましい。 

> ◎ 創作されたデザインのアバターについて、そのデータが第三者にコピーされ、その
者のアバターの容ぼうとして盗用されるなどの事案が生じており、ユーザー間のトラブル

にもつながっている。 

> ◎ メタバース内で、ユーザーは、自己の身体としてアバターを使用し、アバターの姿
で活動することで、その世界における社会関係を築くこととなる。こうした活動の積み重ね

を通じ、自己の人格の投影ともなるアバターに対し、より強い愛着を形成するとともに、そ

の活動内容によっては、顧客誘引力をもつほどの著名なアバターとなるといったことも起

こり得る。 

P36 29-35については、海外の YouTuberが、日本人の個人のクリエイターが制作した

アバターを不正にパーツをコピーするなどの 3Dモデリングをして、動画を UP した。当該
不正利用についての是正対応を個人で行うことは難しく、泣き寝入りする結果となってし

まった事案が寄せられている。特に、海外のユーザーとのトラブルについては、民間の第

三者機関やプラットフォーマーによる権利回復のサポートが必要である。 

> 著作権の移転を受けず、ライセンスによりアバターを使用するユーザーが、デザイン
盗用等への対抗策を自ら講じていく上では、ライセンス契約時の利用条件の設定に際し

ても、これを可能とするような設定としておくことが重要となる。関係団体等が作成するラ

イセンス契約のひな型には、それらの条件設定を可能とするオプションが盛り込まれると

ともに、各ひな型の解説書、又はライセンスモデル作成に関する共通的な参照文書（ガイ

ダンス）において、それらの条件設定の意義について適切な説明がなされることが望まし

い。 

原著作者の許諾を得て、アバターのデザインに創作性のある改変（翻案）を加えて使用

するのであれば、当該改変に係る二次創作の著作権者として、侵害者に対抗することが

可能となる。 

P40 1-17〜P42 8-10については、VR-SNSユーザーは購入したアバターをデフォルトの
デザインのまま使用することはまれであり、ほぼ必ず何らかのオリジナルの改変が加えら

れている。ユーザーそれぞれがアバターやハンドルネームに対して強いアイデンティティ

ーを持っており、そのアイデンティティーを守るような施策を取ることが望ましい。 

> ◎メタバースのユーザーは、アバターを自らの分身とし、アバターの姿を自らの姿とし
て活動しており、これに強い愛着を抱くユーザーも少なくないと言われる。これらユーザー

の多くは、実名を用いず、そのアバターのキャラクター設定に沿って活動し、外部の者か

らは、「中の人」が誰かわからないことが、一般的となっている。 

> ◎こうしたアバターに向けた誹謗中傷等の事案も生じているところ、これらアバターに
関する人格権的な保護がどこまで及ぶのか、「中の人」への誹謗中傷等と同様に、違法

行為・不法行為に位置付けることが可能か等について、議論となっている。 

P45 2-11については、キャラクター性の強いアバターに対する誹謗中傷等に準じる行為
が直ちに違法行為となるかは、議論の余地があると認識している。実際の人権侵害に近

い被害を救済すると同時に、表現の自由を不当に制限しないことを両立する措置が必要

である。 

> モーションデータを配信する行為に対しては、実演家たるアバター操作者の送信可能
化権が及ぶものと解され、当該行為を無断で行えば、権利制限に当たる場合等を除き、

著作隣接権の侵害に当たり得ることとなる。 
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過去のパブコメ・意見書紹介

まった事案が寄せられている。特に、海外のユーザーとのトラブルについては、民間の第

三者機関やプラットフォーマーによる権利回復のサポートが必要である。 

> 著作権の移転を受けず、ライセンスによりアバターを使用するユーザーが、デザイン
盗用等への対抗策を自ら講じていく上では、ライセンス契約時の利用条件の設定に際し

ても、これを可能とするような設定としておくことが重要となる。関係団体等が作成するラ

イセンス契約のひな型には、それらの条件設定を可能とするオプションが盛り込まれると

ともに、各ひな型の解説書、又はライセンスモデル作成に関する共通的な参照文書（ガイ

ダンス）において、それらの条件設定の意義について適切な説明がなされることが望まし

い。 

原著作者の許諾を得て、アバターのデザインに創作性のある改変（翻案）を加えて使用

するのであれば、当該改変に係る二次創作の著作権者として、侵害者に対抗することが

可能となる。 

P40 1-17〜P42 8-10については、VR-SNSユーザーは購入したアバターをデフォルトの
デザインのまま使用することはまれであり、ほぼ必ず何らかのオリジナルの改変が加えら

れている。ユーザーそれぞれがアバターやハンドルネームに対して強いアイデンティティ

ーを持っており、そのアイデンティティーを守るような施策を取ることが望ましい。 

> ◎メタバースのユーザーは、アバターを自らの分身とし、アバターの姿を自らの姿とし
て活動しており、これに強い愛着を抱くユーザーも少なくないと言われる。これらユーザー

の多くは、実名を用いず、そのアバターのキャラクター設定に沿って活動し、外部の者か

らは、「中の人」が誰かわからないことが、一般的となっている。 

> ◎こうしたアバターに向けた誹謗中傷等の事案も生じているところ、これらアバターに
関する人格権的な保護がどこまで及ぶのか、「中の人」への誹謗中傷等と同様に、違法

行為・不法行為に位置付けることが可能か等について、議論となっている。 

P45 2-11については、キャラクター性の強いアバターに対する誹謗中傷等に準じる行為
が直ちに違法行為となるかは、議論の余地があると認識している。実際の人権侵害に近

い被害を救済すると同時に、表現の自由を不当に制限しないことを両立する措置が必要

である。 

> モーションデータを配信する行為に対しては、実演家たるアバター操作者の送信可能
化権が及ぶものと解され、当該行為を無断で行えば、権利制限に当たる場合等を除き、

著作隣接権の侵害に当たり得ることとなる。 
P49 24-26に関連する事例として、VR-SNSにおいてMMD(MikuMikuDance)などのクリ
エイターが作成した自動のモーションデータを、クリエイターの許可を得ずに自らのワー

ルドに設置し、ワールド参加者のアバターを踊らせることができるワールドの存在が確認

されている。こういった、著作隣接権侵害事例については、適切な対応が必要である。 

> ◯ アバターの身体的行動による加害行為として、メタバースの空間内でも、痴漢、つ
きまとい、のぞき等のハラスメント行為や、殴る等の暴力行為が行われるなどの問題があ

る。 

> 〇 アクセス権限のない領域への侵入が制限されるメタバース上でののぞき行為等
は、不法侵入を伴わず、共有空間で行われるものが中心となる。 

また、殴る等の暴力行為は、加害者の手が被害者の身体に触れる寸前で止まったり、被

害者の身体を貫通したりするなどして、相手のアバターの身体に実際のダメージを与える

ことはないのが通常だが、没入感の強いメタバースでは、それらの行為による感覚的・精

神的苦痛が、現実空間以上に強く感じられることとなりやすいことも指摘される。 

P54 18-27～P55の表については、「アバターの身体的行動に係る問題事案」の 4項目
の法令規制等がメタバースへ適用されていないことは課題になる可能性があるが、あくま

で技術面やソフトローによる解決が優先される事が望ましい。しかしながら今後、VR感度
という体質に頼らないフォースフィードバック技術や、触覚を身体もしくは神経信号として

直接感覚を得られるなど、さらなる没入感の向上が予想されるため、技術の進歩に合わ

せて適切な対策を検討していくことが望ましい。 

> 〇 特に、最近の動向としては、メタバースの相互運用性の実現を目指す国際的なフ

ォーラム組織における標準化の議論が行われているほか、デジタル市場法（the Digital 

Markets Act ; DMA）及びデジタルサービス法（the Digital Services 1 Act ; DSA）を導入
した欧州が、さらに、メタバースなどの新しいトレンドを追う動きを見せるなどの状況があ

り、留意が必要である。 

P63 39-40〜P64 1-3については、デジタルサービス法はオンラインプラットフォームに関

する規定も定められており、これに VR-SNSなどが該当するため、トレンドを追う動きがあ
るものと考えられる。特にデジタルサービス法などは、表現内容についての規定をしてお

り、欧州基準の厳しい表現規制が、国境の無いメタバース空間に対して一律に適用され

ることは、我が国のみならず諸外国のメタバース空間における表現を制限される可能性

がある。 
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これらの表現規制は、本書で掲げる「目指すべきメタバースの理念」である、「自由な活動

の場としてのメタバース」「安心・安全に過ごせるメタバース」「創造性が開かれるメタバー

ス」などと、相反する可能性が高い。我が国としては、引き続きメタバース空間における理

念を体現するために、国際社会におけるデファクトスタンダード作りの議論をリードしてい

くべきである。 

そそのの他他提提言言 

2023年 4月に行われた会合の、内閣府知的財産戦略推進事務局作成の資料 9-3 P2

において、メタバースとは「コンピュータ上に仮想空間を作る試み、VR-SNS、オンラインゲ

ーム、E コマースなどの要素を取り入れたもの」と説明されている。メタバースにはコミュニ
ケーションを重視したものと、ゲーム性の強いものが存在する。本原案では主として前者

に重点が置かれて議論がなされているが、後者はその性質から、P55の≪現実問題と同
様に生じる問題≫を一律に適用する事はゲームとしての面白さを失うことになりかねない

ため、後者についてはそのメタバース空間が持つ特性に応じて個別に議論することも検

討されたい。 

また、本書の趣旨とは若干異なるが、日本人の個人のクリエイターが制作したアバターを

利用した海外の VTuberが人気になり、フィギュア化の案件が持ち上がったものの、海外
事業者とのコミュニケーションや海外の法に対する理解不足から案件化できなかった事

例が寄せられている。メタバースに限らず、UGC時代においては、個人のクリエイターが
活躍することが多くなり、事業化、特に海外展開を行う際の支援を国として行うことは重

要である。 

2023年 3月 27日 

「「富富山山県県ギギャャンンブブルル等等依依存存症症対対策策推推進進計計画画（（第第 1 期期））」」ににつついいててののパパブブココメメ 

 
 
 

P49 24-26に関連する事例として、VR-SNSにおいてMMD(MikuMikuDance)などのクリ
エイターが作成した自動のモーションデータを、クリエイターの許可を得ずに自らのワー

ルドに設置し、ワールド参加者のアバターを踊らせることができるワールドの存在が確認

されている。こういった、著作隣接権侵害事例については、適切な対応が必要である。 

> ◯ アバターの身体的行動による加害行為として、メタバースの空間内でも、痴漢、つ
きまとい、のぞき等のハラスメント行為や、殴る等の暴力行為が行われるなどの問題があ

る。 

> 〇 アクセス権限のない領域への侵入が制限されるメタバース上でののぞき行為等
は、不法侵入を伴わず、共有空間で行われるものが中心となる。 

また、殴る等の暴力行為は、加害者の手が被害者の身体に触れる寸前で止まったり、被

害者の身体を貫通したりするなどして、相手のアバターの身体に実際のダメージを与える

ことはないのが通常だが、没入感の強いメタバースでは、それらの行為による感覚的・精

神的苦痛が、現実空間以上に強く感じられることとなりやすいことも指摘される。 

P54 18-27～P55の表については、「アバターの身体的行動に係る問題事案」の 4項目
の法令規制等がメタバースへ適用されていないことは課題になる可能性があるが、あくま

で技術面やソフトローによる解決が優先される事が望ましい。しかしながら今後、VR感度
という体質に頼らないフォースフィードバック技術や、触覚を身体もしくは神経信号として

直接感覚を得られるなど、さらなる没入感の向上が予想されるため、技術の進歩に合わ

せて適切な対策を検討していくことが望ましい。 

> 〇 特に、最近の動向としては、メタバースの相互運用性の実現を目指す国際的なフ

ォーラム組織における標準化の議論が行われているほか、デジタル市場法（the Digital 

Markets Act ; DMA）及びデジタルサービス法（the Digital Services 1 Act ; DSA）を導入
した欧州が、さらに、メタバースなどの新しいトレンドを追う動きを見せるなどの状況があ

り、留意が必要である。 

P63 39-40〜P64 1-3については、デジタルサービス法はオンラインプラットフォームに関

する規定も定められており、これに VR-SNSなどが該当するため、トレンドを追う動きがあ
るものと考えられる。特にデジタルサービス法などは、表現内容についての規定をしてお

り、欧州基準の厳しい表現規制が、国境の無いメタバース空間に対して一律に適用され

ることは、我が国のみならず諸外国のメタバース空間における表現を制限される可能性

がある。 
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これらの表現規制は、本書で掲げる「目指すべきメタバースの理念」である、「自由な活動

の場としてのメタバース」「安心・安全に過ごせるメタバース」「創造性が開かれるメタバー

ス」などと、相反する可能性が高い。我が国としては、引き続きメタバース空間における理

念を体現するために、国際社会におけるデファクトスタンダード作りの議論をリードしてい

くべきである。 

そそのの他他提提言言 

2023年 4月に行われた会合の、内閣府知的財産戦略推進事務局作成の資料 9-3 P2

において、メタバースとは「コンピュータ上に仮想空間を作る試み、VR-SNS、オンラインゲ

ーム、E コマースなどの要素を取り入れたもの」と説明されている。メタバースにはコミュニ
ケーションを重視したものと、ゲーム性の強いものが存在する。本原案では主として前者

に重点が置かれて議論がなされているが、後者はその性質から、P55の≪現実問題と同
様に生じる問題≫を一律に適用する事はゲームとしての面白さを失うことになりかねない

ため、後者についてはそのメタバース空間が持つ特性に応じて個別に議論することも検

討されたい。 

また、本書の趣旨とは若干異なるが、日本人の個人のクリエイターが制作したアバターを

利用した海外の VTuberが人気になり、フィギュア化の案件が持ち上がったものの、海外
事業者とのコミュニケーションや海外の法に対する理解不足から案件化できなかった事

例が寄せられている。メタバースに限らず、UGC時代においては、個人のクリエイターが
活躍することが多くなり、事業化、特に海外展開を行う際の支援を国として行うことは重

要である。 

2023年 3月 27日 

「「富富山山県県ギギャャンンブブルル等等依依存存症症対対策策推推進進計計画画（（第第 1 期期））」」ににつついいててののパパブブココメメ 

 
 
 

エンターテイメント表現の自由の会 
代表 坂井崇俊 

弊会は「富山県ギャンブル等依存症対策推進計画（第 1期）」について以下の通り意見
致します。 

P20 
> 課金型のオンラインゲーム等への依存を含め、ギャンブル等依存症の予防につなが
る啓発を行っていきます。 

課金型オンラインゲームへ依存させないことが、ギャンブル等依存症の予防に繋がると

いう科学的な根拠が無い場合、本文章は削除するべきである 

2023年 3月 22日 

「「山山形形県県ギギャャンンブブルル等等依依存存症症対対策策推推進進計計画画（（案案））」」ににつついいててののパパブブココメメ 

エンターテイメント表現の自由の会 
代表 坂井崇俊 

弊会は「山形県ギャンブル等依存症対策推進計画（案）」について以下の通り意見致しま

す。 

P14 

> 特に学齢期の早い段階から、課金型のオンラインゲーム等への依存を含め、ギャンブ
ル等依存症の予防につながる啓発を行っていきます。 

課金型オンラインゲームへ依存させないことが、ギャンブル等依存症の予防に繋がると

いう科学的な根拠が無い場合、本文章は削除するべきである 

P14 
>今後、文部科学省が作成した教師用指導資料（ギャンブル依存、ゲーム依存を掲載）の
活用促進を図っていきます。 

教師用指導資料が以下の URLのものを指すのであれば、当該資料には「ゲーム依存」
の文言は見当たらない。当該資料にあるゲーム障害（現在では「ゲーム行動症」と訳され

ている）ではなく、WHOで定義のされていない「ゲーム依存」という文言を敢えて使うこと
で、本施策の対象者を意図的に増やそうとしているのであれば、文言を当該文書にあわ

せるべきである。 

 

2023年 3月 22日 

「「第第８８次次足足立立区区男男女女共共同同参参画画行行動動計計画画（（案案））」」ににつついいててののパパブブココメメ 

エンターテイメント表現の自由の会 
代表 坂井崇俊 

弊会は「第８次足立区男女共同参画行動計画（案）」について以下の通り意見致します。 

あだち公的表現ガイド（案） 

P13 参考例 15（身体の一部を起用した例） 

参考例 15については、例が不適切であり、削除もしくは他の事例と置き換えるべきであ
る。理由は以下の通り 

• 他の参考例 1～9、16～21,23（他の参考例は変化点を表現していない）において
は、矢印の左の表現よりも右の表現がより良い表現として描かれている。その観

点で本表現を見ると、左の表現は適切ではないように受け取られかねない。区は

足立区男女共同参画社会推進条例の第 9条において、全ての人に対して公衆
での表現についての努力義務を課しており、このような態度は、憲法で保障され

た表現の自由を萎縮させる恐れがある 

• 左の表現には女性の上半身のシルエットが描かれているが、それが「身体の一

部を強調したイラストや画像を起用していませんか？」「内容と関係なく、ポスター

やリーフレットに女性を起用していませんか？」という 2つのチェックリストに適合
しているかを考慮すると、本表現は適切ではないと考えられる。参考までに、他の

チェックリストの次には、当該チェックリストと関係する参考例が示されている。 
 

2023年 1月 29日 

「「徳徳島島県県男男女女共共同同参参画画基基本本計計画画（（第第 5次次））」」素素案案ににつついいててののパパブブココメメ 
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で、本施策の対象者を意図的に増やそうとしているのであれば、文言を当該文書にあわ

せるべきである。 

 

2023年 3月 22日 

「「第第８８次次足足立立区区男男女女共共同同参参画画行行動動計計画画（（案案））」」ににつついいててののパパブブココメメ 

エンターテイメント表現の自由の会 
代表 坂井崇俊 

弊会は「第８次足立区男女共同参画行動計画（案）」について以下の通り意見致します。 

あだち公的表現ガイド（案） 

P13 参考例 15（身体の一部を起用した例） 

参考例 15については、例が不適切であり、削除もしくは他の事例と置き換えるべきであ
る。理由は以下の通り 

• 他の参考例 1～9、16～21,23（他の参考例は変化点を表現していない）において
は、矢印の左の表現よりも右の表現がより良い表現として描かれている。その観

点で本表現を見ると、左の表現は適切ではないように受け取られかねない。区は

足立区男女共同参画社会推進条例の第 9条において、全ての人に対して公衆
での表現についての努力義務を課しており、このような態度は、憲法で保障され

た表現の自由を萎縮させる恐れがある 

• 左の表現には女性の上半身のシルエットが描かれているが、それが「身体の一

部を強調したイラストや画像を起用していませんか？」「内容と関係なく、ポスター

やリーフレットに女性を起用していませんか？」という 2つのチェックリストに適合
しているかを考慮すると、本表現は適切ではないと考えられる。参考までに、他の

チェックリストの次には、当該チェックリストと関係する参考例が示されている。 
 

2023年 1月 29日 

「「徳徳島島県県男男女女共共同同参参画画基基本本計計画画（（第第 5次次））」」素素案案ににつついいててののパパブブココメメ 

エンターテイメント表現の自由の会 
代表 坂井崇俊 

◆P30 

> ○ メディアを通じて男女共同参画に関する正しい理解を広め、固定的な性別役割分担
にとらわれることのないようメディア側の積極的な取組を働きかけるとともに、メディアを

取り巻く様々な情報を収集、判断し、適切に発信されるようメディア・リテラシー向上に向

けた取組を進めます。 

◆P31 

> ⑧ 意識形成におけるメディアの影響力を考え、メディアに対して男女共同参画社会の
形成を阻害するような表現が行われないよう働きかけます。 

メディアという表現は広く捉えれば個人の SNSをも含む広い範囲を指し示す言葉であり、
広範に行政が表現を規制すると捉えられかねない。必ずしも「男女共同参画社会の形成

を阻害するような表現」との言葉が示すものは明らかでないが、エンターテイメント表現に

おいては、結果的に男女共同参画ではない状態を表現するものもあり、そのような表現

についてまで、行政が表現しないよう働きかけることはいきすぎであり、文言を限定的な

ものに修正するべきである 

 
 
 
 
 
 
 
 

2023年 1月 25日 

誹誹謗謗中中傷傷等等のの違違法法・・有有害害情情報報にに対対すするるププララッットトフフォォーームム事事業業者者にによよるる対対

応応のの在在りり方方ににつついいててのの意意見見 

エンターテイメント表現の自由の会 
代表 坂井崇俊 
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エンターテイメント表現の自由の会 
代表 坂井崇俊 
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メディアという表現は広く捉えれば個人の SNSをも含む広い範囲を指し示す言葉であり、
広範に行政が表現を規制すると捉えられかねない。必ずしも「男女共同参画社会の形成

を阻害するような表現」との言葉が示すものは明らかでないが、エンターテイメント表現に

おいては、結果的に男女共同参画ではない状態を表現するものもあり、そのような表現

についてまで、行政が表現しないよう働きかけることはいきすぎであり、文言を限定的な

ものに修正するべきである 

 
 
 
 
 
 
 
 

2023年 1月 25日 

誹誹謗謗中中傷傷等等のの違違法法・・有有害害情情報報にに対対すするるププララッットトフフォォーームム事事業業者者にによよるる対対

応応のの在在りり方方ににつついいててのの意意見見 

エンターテイメント表現の自由の会 
代表 坂井崇俊 

エンターテイメント表現の自由の会 
代表 坂井崇俊 

◆P30 

> ○ メディアを通じて男女共同参画に関する正しい理解を広め、固定的な性別役割分担
にとらわれることのないようメディア側の積極的な取組を働きかけるとともに、メディアを

取り巻く様々な情報を収集、判断し、適切に発信されるようメディア・リテラシー向上に向

けた取組を進めます。 

◆P31 

> ⑧ 意識形成におけるメディアの影響力を考え、メディアに対して男女共同参画社会の
形成を阻害するような表現が行われないよう働きかけます。 

メディアという表現は広く捉えれば個人の SNSをも含む広い範囲を指し示す言葉であり、
広範に行政が表現を規制すると捉えられかねない。必ずしも「男女共同参画社会の形成

を阻害するような表現」との言葉が示すものは明らかでないが、エンターテイメント表現に

おいては、結果的に男女共同参画ではない状態を表現するものもあり、そのような表現

についてまで、行政が表現しないよう働きかけることはいきすぎであり、文言を限定的な

ものに修正するべきである 

 
 
 
 
 
 
 
 

2023年 1月 25日 

誹誹謗謗中中傷傷等等のの違違法法・・有有害害情情報報にに対対すするるププララッットトフフォォーームム事事業業者者にによよるる対対

応応のの在在りり方方ににつついいててのの意意見見 

エンターテイメント表現の自由の会 
代表 坂井崇俊 

１．総論 

１－２．プラットフォーム事業者に求められる積極的な役割 
ププララッットトフフォォーームム事事業業者者のの積積極極的的なな役役割割をを検検討討すするるここととににつついいてて 

多くのプラットフォーム事業者は特定電気通信役務提供者であると想定されることから、

現行のプロバイダ責任制限法の趣旨に定められた特定電気通信役務提供者の損害賠

償責任の制限については、現行と変わらない範囲での役割を果たすことが望ましい 

２．全体の検討を通じて留意すべき事項 

ププララッットトフフォォーームム事事業業者者がが措措置置をを講講じじるるここととにに伴伴っってて生生じじるる言言論論空空間間へへのの影影響響 やや経経済済的的

負負担担のの観観点点 

プラットフォーム事業者が措置を講じることにより、発信者に対して相当な萎縮効果を働

かせることになるため、本観点は非常に重要である。なお、言論空間には文字や音声情

報以外の図画や映像等も含まれていると理解している 

内内外外無無差差別別のの原原則則 

海外プラットフォーム事業者の国内での法人登記の推進などを通じて、法律上のみなら

ず実務的にも内外の差異がないよう、海外プラットフォーム事業者に対しても実効性を持

った施策とすべきである 

３．透明性・アカウンタビリティの確保方策の在り方 
ココンンテテンンツツモモデデレレーーシショョンンにに関関すするる申申請請窓窓口口等等のの透透明明化化やや、、ココンンテテンンツツモモデデレレーーシショョンンのの

実実施施又又はは不不実実施施のの判判断断にに係係るる理理由由のの説説明明等等 

別途、自由記載欄に記載したが、コンテンツモデレーションの対象範囲は違法情報に限

定するべきである。その上で、申請窓口等の透明化や判断についての理由の説明は特

定の要件を満たすプラットフォーム事業者に対して強く求めるべきである 

３－２．運用方針及び運用結果の公表 

（１）コンテンツモデレーションの運用方針（実施基準、実施の手続） 

判判断断基基準準、、措措置置のの実実施施ののたためめにに経経るるここととをを要要すするる手手続続をを公公表表すするるここととににつついいてて 

透明性の確保の観点から賛成である 
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１．総論 

１－２．プラットフォーム事業者に求められる積極的な役割 
ププララッットトフフォォーームム事事業業者者のの積積極極的的なな役役割割をを検検討討すするるここととににつついいてて 

多くのプラットフォーム事業者は特定電気通信役務提供者であると想定されることから、

現行のプロバイダ責任制限法の趣旨に定められた特定電気通信役務提供者の損害賠

償責任の制限については、現行と変わらない範囲での役割を果たすことが望ましい 

２．全体の検討を通じて留意すべき事項 

ププララッットトフフォォーームム事事業業者者がが措措置置をを講講じじるるここととにに伴伴っってて生生じじるる言言論論空空間間へへのの影影響響 やや経経済済的的

負負担担のの観観点点 

プラットフォーム事業者が措置を講じることにより、発信者に対して相当な萎縮効果を働

かせることになるため、本観点は非常に重要である。なお、言論空間には文字や音声情

報以外の図画や映像等も含まれていると理解している 

内内外外無無差差別別のの原原則則 

海外プラットフォーム事業者の国内での法人登記の推進などを通じて、法律上のみなら

ず実務的にも内外の差異がないよう、海外プラットフォーム事業者に対しても実効性を持

った施策とすべきである 

３．透明性・アカウンタビリティの確保方策の在り方 
ココンンテテンンツツモモデデレレーーシショョンンにに関関すするる申申請請窓窓口口等等のの透透明明化化やや、、ココンンテテンンツツモモデデレレーーシショョンンのの

実実施施又又はは不不実実施施のの判判断断にに係係るる理理由由のの説説明明等等 

別途、自由記載欄に記載したが、コンテンツモデレーションの対象範囲は違法情報に限

定するべきである。その上で、申請窓口等の透明化や判断についての理由の説明は特

定の要件を満たすプラットフォーム事業者に対して強く求めるべきである 

３－２．運用方針及び運用結果の公表 

（１）コンテンツモデレーションの運用方針（実施基準、実施の手続） 

判判断断基基準準、、措措置置のの実実施施ののたためめにに経経るるここととをを要要すするる手手続続をを公公表表すするるここととににつついいてて 

透明性の確保の観点から賛成である 

（２）コンテンツモデレーションの運用結果 

各種数値を公表することについて 
日日本本ののユユーーザザにに関関連連すするる投投稿稿等等にに関関すするるももののととすするるここととににつついいてて 

透明性の確保の観点から賛成である 

削削除除のの具具体体的的手手法法（（脚脚註註 2）） 
ブロッキングを削除の手法とすることには憲法に定められた通信の秘密の観点から反対

である 

３－４．その他透明性・アカウンタビリティの確保が求められる事項（運用体制等） 

AI等等にによよるる自自動動処処理理 

AI等の情報技術を用いることは賛成であるが、その結果、発信者の権利を不当に害して
しまった割合や件数は公表すべきである 

そそのの他他透透明明性性・・アアカカウウンンタタビビリリテティィのの確確保保がが求求めめらられれるる事事項項 

いわゆるシャドウバンや各国によって検索結果が異なるなど、ユーザが「騙された」と感じ

るような措置を施している場合、その内容を公表すべきである 

３－５．手続の適正性確保のために透明性・アカウンタビリティの確保が求められる事項 

（１）コンテンツモデレーションの措置申請窓口 

（（全全般般）） 

ユーザ利益の保護のため賛成である。また、一定の要件を満たす海外プラットフォーム

事業者においては日本語による窓口を設けるべきである 

（２）個別のコンテンツモデレーションの実施又は不実施に関する理由 

（（全全般般）） 

ユーザ利益の保護のため賛成である。特にアカウントの停止・凍結やアカウントの再作

成の制限等については、本文書記載の通り影響が大きいため、最大限の手続的保障が

なされるべきである 

（３）コンテンツモデレーションに関する苦情処理 
誠誠実実なな対対応応ををププララッットトフフォォーームム事事業業者者にに求求めめるるこことと 

ユーザ利益の保護のため賛成である 
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４．プラットフォーム事業者が果たすべき積極的な役割 

４－１．投稿のモニタリングのフェーズ 

（１）権利侵害情報の流通の網羅的なモニタリング 

網網羅羅的的ににモモニニタタリリンンググすするるここととをを法法的的にに義義務務づづけけるる 

表現の自由に著しい萎縮効果をもたらすため、反対である 

（２）繰り返し多数の権利侵害情報を投稿するアカウントのモニタリング 
（（全全般般）） 

表現の自由に萎縮効果をもたらすことから、特定のアカウントやユーザに対して、法律上

モニタリングやアカウント再作成を制限することを義務づけることについて反対である 

４－２．要求・請求のフェーズ 

（１）削除請求権 

（（全全般般）） 

検討すべき課題は多く、慎重な検討が要される事項である。しかしながら、いわゆるネット

リンチと言われるような事案が多く発生していることに対しては憂慮している 

（２）プラットフォーム事業者による権利侵害性の有無の判断の支援 

（（全全般般）） 

検討すべき課題は多く、多くの検討が要される事項である。しかしながら、実運用上プラ

ットフォーム事業者が自身の判断で削除をしづらく、結果的に被害が拡大している現状に

ついては憂慮している 

（３）行政庁からの削除要請を受けたプラットフォーム事業者の対応の明確化 
行行政政庁庁かからら、、違違法法・・有有害害情情報報のの削削除除要要請請 

児童ポルノ禁止法等に係る情報等、違法情報の削除要請については現行の運用で問題

ないと考えられる。さらに踏み込んで要請に応じることを義務づけることは反対である。ま

た、有害情報については、インターネット・ホットラインセンター等が、実在の者の権利を

侵害していない創造物などの削除要請を行うことで、プラットフォーム事業者に対して多

大な影響を及ぼしている可能性があり、仮に行っているのであれば、中止するべきである 

４－３．削除等の判断・実施のフェーズ 

（１）プラットフォーム事業者による削除等の義務付け 
（（全全体体）） 

表現の自由の観点から反対である 

５．その他 

５－１．検討対象となる情報の範囲 
（（全全体体）） 

賛成である 

５－２．行政の体制や手続 
行行政政のの体体制制やや手手続続ににつついいてて留留意意すすべべきき点点 

特に海外プラットフォーム事業者に対しての実効性を持たせる体制や手続きとすべきで

ある 

自自由由記記載載 

◆違法・有害情報の定義 

本ペーパーにおいて「違法・有害情報」の定義がなされておらず、行政、政府委員、国民

それぞれの間で、共通認識に基づいた議論がなされていない可能性があることに非常に

危惧を覚える。特に、「違法ではないが有害な情報」は事前の問合せの回答では、「どの

ような情報が有害情報であるかについては、その言葉を向けられた方の属性や文脈など

によっても変わることから、ある情報が有害情報かどうか、一概に申し上げることはでき

ず」とあるように、範囲が際限なく広がる可能性があり、基本的には「違法ではないが有

害な情報」に対してプラットフォーム事業者に対して何らかの義務を課したり、自主的な取

組を促すことは反対である。 
 

2023年 1月 25日 

「「岐岐阜阜県県人人権権施施策策推推進進指指針針」」第第四四次次改改定定（（素素案案））へへのの意意見見 

エンターテイメント表現の自由の会 
代表 坂井崇俊 
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４－３．削除等の判断・実施のフェーズ 

（１）プラットフォーム事業者による削除等の義務付け 
（（全全体体）） 

表現の自由の観点から反対である 

５．その他 

５－１．検討対象となる情報の範囲 
（（全全体体）） 

賛成である 

５－２．行政の体制や手続 
行行政政のの体体制制やや手手続続ににつついいてて留留意意すすべべきき点点 

特に海外プラットフォーム事業者に対しての実効性を持たせる体制や手続きとすべきで

ある 

自自由由記記載載 

◆違法・有害情報の定義 

本ペーパーにおいて「違法・有害情報」の定義がなされておらず、行政、政府委員、国民

それぞれの間で、共通認識に基づいた議論がなされていない可能性があることに非常に

危惧を覚える。特に、「違法ではないが有害な情報」は事前の問合せの回答では、「どの

ような情報が有害情報であるかについては、その言葉を向けられた方の属性や文脈など

によっても変わることから、ある情報が有害情報かどうか、一概に申し上げることはでき

ず」とあるように、範囲が際限なく広がる可能性があり、基本的には「違法ではないが有

害な情報」に対してプラットフォーム事業者に対して何らかの義務を課したり、自主的な取

組を促すことは反対である。 
 

2023年 1月 25日 

「「岐岐阜阜県県人人権権施施策策推推進進指指針針」」第第四四次次改改定定（（素素案案））へへのの意意見見 

エンターテイメント表現の自由の会 
代表 坂井崇俊 

第 4章 分野別施策の推進 

7 インターネット上の人権侵害 

(1) 現状と課題 
また、近年「コミュニティサイト」による子どもの性的被害が増加していることに加え、過激

な暴力シーンや児童ポルノのサイトなどが、子どもを巻き込む犯罪などを引き起こす原因

になっていると考えられます 

過激な暴力シーンなどが子どもを巻き込む犯罪などを引き起こす原因になっているという

因果関係は証明されておらず、本文章は本計画から削除すべきである。なお、児童ポル

ノ禁止法の定義によれば、児童ポルノには実在しない児童等を描いた創作物は含まれな

い。そのため、本計画書でも児童ポルノに創作物は含まれていないものと認識しており、

また、当然にそれら創作物と犯罪との因果関係も証明されていない 

 

第第２２期期長長崎崎県県ギギャャンンブブルル等等依依存存症症対対策策推推進進計計画画（（素素案案））へへのの意意見見 

2023年 1月 15日 

エンターテイメント表現の自由の会 
代表 坂井崇俊 

序章 

４ ギャンブル等依存症の定義 

なお、基本法におけるギャンブル等依存症の定義からは外れますが、インターネットを介

してゲームの課金等にのめり込むことにより生じる問題は、ギャンブル等依存症の問題と

共通点が多いと考えられるため、これらも視野にいれた対策を行います。 

※1 世界保健機関（WHO）が身体・精神疾患に関する世界共通の分類確立を目指して

作成した「国際疾病分類」のこと。2019 年 5 月に「ゲーム行動症」が加わった。 

• WHOの定義によるとゲーム行動症（Gaming Disorder）とゲームへの課金は切
り分けて考えられており、本計画でも切り分けて記載するべきである 

• 注記に ICDが記載されているが、正式名称は「疾病及び関連保健問題の国際統

計分類（International Statistical Classification of Diseases and Related Health 

Problems）」であり、正式名称を用いるべきである 
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第 4章 分野別施策の推進 

7 インターネット上の人権侵害 

(1) 現状と課題 
また、近年「コミュニティサイト」による子どもの性的被害が増加していることに加え、過激

な暴力シーンや児童ポルノのサイトなどが、子どもを巻き込む犯罪などを引き起こす原因

になっていると考えられます 

過激な暴力シーンなどが子どもを巻き込む犯罪などを引き起こす原因になっているという

因果関係は証明されておらず、本文章は本計画から削除すべきである。なお、児童ポル

ノ禁止法の定義によれば、児童ポルノには実在しない児童等を描いた創作物は含まれな

い。そのため、本計画書でも児童ポルノに創作物は含まれていないものと認識しており、

また、当然にそれら創作物と犯罪との因果関係も証明されていない 

 

第第２２期期長長崎崎県県ギギャャンンブブルル等等依依存存症症対対策策推推進進計計画画（（素素案案））へへのの意意見見 

2023年 1月 15日 

エンターテイメント表現の自由の会 
代表 坂井崇俊 

序章 

４ ギャンブル等依存症の定義 

なお、基本法におけるギャンブル等依存症の定義からは外れますが、インターネットを介

してゲームの課金等にのめり込むことにより生じる問題は、ギャンブル等依存症の問題と

共通点が多いと考えられるため、これらも視野にいれた対策を行います。 

※1 世界保健機関（WHO）が身体・精神疾患に関する世界共通の分類確立を目指して

作成した「国際疾病分類」のこと。2019 年 5 月に「ゲーム行動症」が加わった。 

• WHOの定義によるとゲーム行動症（Gaming Disorder）とゲームへの課金は切
り分けて考えられており、本計画でも切り分けて記載するべきである 

• 注記に ICDが記載されているが、正式名称は「疾病及び関連保健問題の国際統

計分類（International Statistical Classification of Diseases and Related Health 

Problems）」であり、正式名称を用いるべきである 

第３章 

１ 発生予防 

※１ ゲーム依存とは、ICD-11 でゲーム行動症として定義され、ゲームをすることに対す
る制御がきかなくなり、日常生活、人間関係、学業や健康などに様々な問題が生じている

状態です。ゲーム依存の人は増加しており、その背景には、オンラインゲームの普及とギ

ャンブル等と同じように射幸性が高い課金システムがあると言われています。DSM-5 で
はインターネットゲーム障害が今後の研究対象として記載されました。 

• 注記に ICDが記載されているが、正式名称は「疾病及び関連保健問題の国際統

計分類（International Statistical Classification of Diseases and Related Health 

Problems）」であり、正式名称を用いるべきである 
• 「ゲーム依存の人は増加しており」とあるが、エビデンスが存在しない。研究として

アンケート調査等が行われていることは承知しているが、WHOが定義したゲー
ム行動症の定義と異なっていたり、「ゲーム依存が疑われる」人数であったり、学

術的な統計処理がなされていないものであったりと、いずれも本計画書のように

断定的に記載するエビデンスは十分ではないという認識である 

• 厚生労働省はゲーム行動症を疾病としては認定しておらず、また、ゲーム行動症

（ゲーム依存症）の発症のメカニズムは確立した科学的知見は持ち合わせてない

と国会答弁（第 204回国会 参議院 内閣委員会 第 4号 令和 3年 3月 16
日）しており、射幸性の高い課金システムが影響しているかについては不明であ

り、記載を削除するべきである 
 
 
 
 
 

2023年 1月 8日 

第第 3次次川川口口市市男男女女共共同同参参画画計計画画策策定定（（素素案案））へへのの意意見見 

エンターテイメント表現の自由の会 
代表 坂井崇俊 
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第３章 

１ 発生予防 

※１ ゲーム依存とは、ICD-11 でゲーム行動症として定義され、ゲームをすることに対す
る制御がきかなくなり、日常生活、人間関係、学業や健康などに様々な問題が生じている

状態です。ゲーム依存の人は増加しており、その背景には、オンラインゲームの普及とギ

ャンブル等と同じように射幸性が高い課金システムがあると言われています。DSM-5 で
はインターネットゲーム障害が今後の研究対象として記載されました。 

• 注記に ICDが記載されているが、正式名称は「疾病及び関連保健問題の国際統

計分類（International Statistical Classification of Diseases and Related Health 

Problems）」であり、正式名称を用いるべきである 
• 「ゲーム依存の人は増加しており」とあるが、エビデンスが存在しない。研究として

アンケート調査等が行われていることは承知しているが、WHOが定義したゲー
ム行動症の定義と異なっていたり、「ゲーム依存が疑われる」人数であったり、学

術的な統計処理がなされていないものであったりと、いずれも本計画書のように

断定的に記載するエビデンスは十分ではないという認識である 

• 厚生労働省はゲーム行動症を疾病としては認定しておらず、また、ゲーム行動症

（ゲーム依存症）の発症のメカニズムは確立した科学的知見は持ち合わせてない

と国会答弁（第 204回国会 参議院 内閣委員会 第 4号 令和 3年 3月 16
日）しており、射幸性の高い課金システムが影響しているかについては不明であ

り、記載を削除するべきである 
 
 
 
 
 

2023年 1月 8日 

第第 3次次川川口口市市男男女女共共同同参参画画計計画画策策定定（（素素案案））へへのの意意見見 

エンターテイメント表現の自由の会 
代表 坂井崇俊 

○P22 
>このため、表現の自由は尊重しつつも、性別による固定的な役割分担や差別を連想さ
せ助長する表現、男女間における暴力などを正当化し助長する表現、不必要な性的な表

現を用いないような配慮をメディアに要請する必要があります。 

一例として、現在、川口市の SKIPシティ映像ミュージアムで開催中の「ちびまる子ちゃん
展（主催：埼玉県）」について、川口市は川口市教育委員会と並んで後援をしている。しか

しながら、「ちびまる子ちゃん」では、まる子の母親は専業主婦であり、父親はサラリーマ

ンで家では座ってビールを飲んでいるなど、性別による固定的な役割分担や差別を連想

させる表現がなされている。また、クラスメイトである関口がまる子を殴るシーンなど、男

女間における暴力などを正当化して描かれている場面がある。 

このように、特にエンターテイメント表現の世界において、本文章に示されるような表現

は、憲法に保障された表現の自由として守られるべきである。行政から「要請」を行うこと

は民間の萎縮を招く可能性があり、検閲にも繋がりかねない行為である。こういったこと

から、本文章は削除するべきである。 

○P23 
>性別による固定的な役割分担やパートナー間における暴力、性暴力等を正当化し助長
するもの、男女共同参画の視点に立った男女平等の推進を阻害するような表現の排除

に向けた社会的気運の醸成を図るため、啓発や学習機会の充実を図ります。 

性別による固定的な役割分担やパートナー間における暴力、性暴力等を正当化するよう

な表現であってもエンターテイメント表現（現実の暴力などを伴わないもの）であれば、そ

の表現自体には違法性はない。川口市がその合法的な「表現の排除」を計画の内容に

含めることは憲法 21条に定められた表現の自由に反することであり、本内容は削除す
べきである。 

>○P23 
市民、市内の事業所、団体等から発信される情報についても、男女共同参画の視点に立

った男女平等の推進が阻害されることのないよう、埼玉県が発行した「男女共同参画の

視点から考える表現ガイド」等を活用するなどして、性差に関する偏見や人権軽視を助長

する表現の排除に向けた取り組みを促進します。 

川口市が「表現の排除」を促進することは憲法 21条に定められた表現の自由に反する
ことであり、著しい逸脱である。仮に憲法に定められた権利を侵害する場合は、せめても
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条例により、厳格に定義された条件において行われるべきであり、そうでない場合、本内

容は削除すべきである。 

念のため、弊団体は性別による固定的な役割分担や差別、男女間における暴力などを

肯定するものではないことを付しておく。 

 

2023年 1月 2日 

北北海海道道ギギャャンンブブルル等等依依存存症症対対策策推推進進計計画画(素素案案)へへのの意意見見 

エンターテイメント表現の自由の会 
代表 坂井崇俊 

○P12 
インターネットでのゲームに勝つために課金を繰り返す問題もでてきており、2019 年５月
に国際疾病分類に「ゲーム障害」が加わりました。 

国際疾病分類は正式名称である「疾病及び関連保健問題の国際統計分類」を用いるべ

きである。厚生労働省は現時点で「ゲーム障害」を疾病とはしておらず、略称を用いること

で、ゲーム障害が疾病の一部であるとの誤認を与える可能性があるためである。また、

行政の計画であることからも正式名称を用いることが望ましい。 

また、上記の文章では、ゲーム課金を繰り返すことと「ゲーム障害」が関係があるように

読めるが、WHOの ICD-11の定義において、「ゲーム障害」の定義に課金などの要素は
含まれておらず、誤解を招かないように文章を修正するべきである 
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編集後記
今回は賛同者の方の寄稿を担当しました。編集の期間の間に祖母
が亡くなったり遂にコロナに感染するなど、肉体的にも精神的に
も大変でしたが、無事にマガジンを発行できてホッとしておりま
す。異常に暑い夏、皆様もお体に気を付けて。

編集委員：ひつじのひと
---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
今回初めて自分の執筆した文章がマガジン本文に掲載されまし
た。といっても座談会なんですが日頃のロビイングの内容とその
成果の報告となっております。これを読んで政治応援に興味を
持って頂ければ幸いです。ともあれ統一地方選、本当にお疲れ様
でした！

編集委員：中村元気
---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
我が故郷では県議選の投票率が前回を下回りました。政治や行政
で全国レベルの話題が相次いだけれども低下したことに気落ちし
ます。地域の課題と国の問題は地続きです。ぜひ地方自治体の動
向、選挙にもご注目ください。マガジンをお手に取るあなたは相
当関心を寄せていると信じております！

編集委員：うどんのでんすけ
---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
統一地方選が終わって一息つきましたが、表現の自由の問題は終
わりがないので、引き続きアンテナを高くしていこうと思います。

編集委員：近藤 顕彦
---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
座談会に参加しました。マガジンに記事をまとめること、地元で
の政治家の応援や傍聴、欠かすことのできない両輪です。この後
記を読んでいる貴方も、どちらかだけで大丈夫なので、表現の自
由を守る活動、ぜひご一緒しましょう！

編集委員：大銀醸
---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
漫画担当内科医のよしだです。知ってるか？世の中には 30 人に
1 人位の割合で悪魔 ( 的な人 ) が存在する。特徴は自分の都合や
利益を最優先で聞き分けないし反省も改心もしない上、しぶとく
て死ぬまで不変…奴らを立法の場に混ぜてはならないが実際困難
なのでロジックを工夫するしか…

編集委員・漫画：よしだまさのり
---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2010 年・都条例のその後を描いた「南條ななみインタビュー」、
ぜひ読んでいただきたいです。表現規制と戦い続ける戦士の姿に
刮目せよ！

漫画：Ｎｏ . ０１７

奥付
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2023 年前半は統一地方選だけでなく、都条例・不健全図書制度
関連も動きがありましたね。今後の動向に注目していきたいです。

編集委員：岩永千絵美
---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
准編集委員のやみです。今号は座談会に参加しております。初め
てのこともいっぱい、慣れてきたこともいくつか。そんな中で今
言えるのは「応援楽しい！」と「コマンドはいのちだいじに」で
す。プライベートや推し活、仕事や健康がうまくいってる上での
応援活動。意外と居場所になるからオススメしています。

編集委員：やみ
---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
なかなか作業に時間をさけない中、編集委員のみなさんやいろい
ろフォローしていただきなんとか入稿まで間に合いそうです。

代表補佐・DTP デザイン：榊原大輔
---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
副 代 表 と し て 初 め て 主 導 し た 仕 事 が ノ ジ マ の CERO【Z】
ゲ ー ム 販 売 終 了 に つ い て の 意 見 書 で し た。 今 後 も AFEE は
過 度 な 自 主 規 制 に は 消 費 者 団 体 と し て 対 峙 し て い く 所 存 で
す。 そ し て 統 一 選 お 疲 れ 様 で し た。 今 度 は 衆 院 選！？ 休 む
暇ないね……。

副代表 : 炬燵どらごん
---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2013 年の夏から始まったコミケ街宣。2023 年の今年は節目の年
になります。日本の超党派街宣の中では間違い無く最大規模の街
宣に育ったと思っています。暑さ対策をしたうえで今年の街宣に
も是非ご参加下さい！

代表：坂井崇俊
---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
某 企 業 CM で「 地 球 上 で 最 も 過 酷 な 場 所、 そ れ が コ ミ ケ 」
と謳われたのは 8 年前のことでした。「熱中症」や「感染症」
の 環 境 が 8 年 前 と は 比 較 困 難 な ほ ど 過 酷 さ を 増 し「 歴 史 上
最も過酷なコミケ」がどんどん更新されそうな今日この頃、
せ め て「 表 現 規 制 」 の 過 酷 さ だ け で も 更 新 さ せ た く な い と
切に思います。

副代表：温泉半熟卵
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